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技能者の処遇改善等に向けたCCUS の取組について



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１.建設業界の現状と技能者の処遇状況等
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（年度）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については令和元年度（2019年度）まで実績、令和２年度（2020年度）・令和３年度（2021年度）は見込み、令和４年度（2022年度）は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
令和４年度は約67兆円となる見通し（ピーク時から約20％減）。

○ 建設業者数（令和３年度末）は約48万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。
○ 建設業就業者数（令和３年平均）は485万人で、ピーク時（平成９年平均）から約29％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲29.2%

485万人
（令和３年平均）

475千業者
（令和３年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲20.9%

67.0兆円
（令和４年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲20.2％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
許可業者数：531千業者
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 485万人（R3）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 36万人（R3）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  311万人（R3）

○ 建設業就業者は、55歳以上が35.3％、29歳以下が12.0%と高齢

化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和２年と比較して

55歳以上が6万人減少（29歳以下は増減なし）。

出典：総務省「労働力調査」 （暦年平均）を基に国土交通省で算出
出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状

建設業：３割以上が５５歳以上

建設業：２９歳以下は１割

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

(万人）
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建設業における職業別就業者数の推移

技能者 技術者 管理的職業、事務従事者 販売従事者等 その他
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• 約42％の地域・業種で賃金レベルが下がった状況が継続・拡大すれば、かつての賃金下落、労務単価下落、利益下
落、更なる賃金下落という負のスパイラルに陥りかねない。

• 技能労働者の賃金の引上げが労務単価の上昇を通じて、適正利潤の確保、更なる賃金の引上げにつなげる好循環
を堅持することが必要。

• 今後の公共事業量については、「防災・減災、国土強靭化のための５カ年加速化対策」（５カ年総額おおむね15兆円）
により、一定の見通しが確保されている。

技能労働者の賃金水準の引上げについて

技能労働者の賃金の推移と他産業との比較

今後の担い手確保のために
は、賃金上昇の継続が必要

特に若い世代には、技能と
経験に応じて処遇が向上す
る姿を示すことが必要

建設業に関わる全ての関係
者が、賃金引上げに向けて
それぞれ努力することが重
要

技能労働者の賃金水準の
引上げの必要性
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公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和２年以降は令和２年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について

○全国全職種の伸び率は９年ぶりに５％以上となり、単価の平均値は１１年連続の上昇

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 H24比

全職種 +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% → +5.2% +65.5%

主要12職種 +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% → +5.0% +65.5%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１１年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施
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他産業では当たり前と
なっている週休２日も
とれていない。

建設産業における働き方の現状

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

年間の総実労働時間
については、全産業と
比べて90時間長い。
また、20年程前と比べ
て、全産業では約90
時間減少しているもの
の、建設業は約50時
間減少と減少幅が小
さい。

出典：国土交通省「適正な工期設定等
による働き方改革の推進に関する
調査」（令和4年6月15日公表）
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○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

8.6% 10.0% 44.1% 22.9% 13.2%
1.0%

0.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休 その他

18.1% 16.4% 48.7% 9.1% 6.5%
0.4%

0.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休 その他

建設業における平均的な休⽇の取得状況

5.0% 7.0% 38.4% 30.2% 16.3%
2.7%

0.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休 その他

「4週6休程度」が最多

公共工事の方が、「4週8休以上」の割合が高い

全体

公共⼯事
の受注が
ほとんど

⺠間⼯事
の受注が
ほとんど

16⽇

6



77



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．建設キャリアアップシステムの概要
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○ 「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験の客観
的な評価を通じた技能者の適切な処遇や現場管理につなげる仕組み

○ これにより、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、③技能
者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

○ システムは、日建連、全建、建専連、全建総連など、業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進

建設キャリアアップシステムの概要

技能者にカードを交付

現場の登録と技能者のカードタッチ

【技能者情報】
・本⼈情報
・保有資格
・社会保険加⼊等

技能者情報等の事前登録

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等

※システム運営︓（⼀財）建設業振興基⾦＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場⼊場の際にカードタッチで履歴を蓄積

ピッ！

◎ 現場を支える技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇され、働き続けられる環境づくり （働き方改革）
◎ データ連携等を通じた効率的な現場管理 （生産性向上）

→ 建設業が「地域の守り手」として将来にわたり持続的な役割を担っていくために必要

技能レベルのステップアップ

【現場情報】
・現場名、⼯事の内容
・下請の施⼯体制
・下請の技能者の配置状況 等

現場管理での活⽤

元請が⼯事を登録し、現場にカードリーダーを設置

社会保険加⼊の確認や施⼯体制台帳とのデータ連携 など

9



建設キャリアアップシステムの基本的仕組み

建
設
現
場

作
成

現場で従事した就業履歴

職⻑・班⻑としての経験⽇数

＋

技 能 者 の 能 ⼒ 評 価

経験や資格により、技能レベルに応じた4段階の技能レベルを表⽰

元請による現場登録とカードリーダー設置等

技能者がカードタッチ等で就業履歴を登録

事業者登録 商号、所在地、建設業許可、
社会保険、建退共加⼊状況 等

本⼈情報、所属事業者名、
社会保険・建退共加⼊状況、
保有資格 等

事
前
登
録 技能者登録 保有資格

就業年数

マネジメント経験

◎元請と各下請が、現場ごとに、施⼯体制情
報や施⼯体制技能者情報を登録し、元請が
カードリーダーの設置等を⾏う

◎元請と各下請が、現場ごとに、施⼯体制情
報や施⼯体制技能者情報を登録し、元請が
カードリーダーの設置等を⾏う

現場管理での活⽤や働き⽅改⾰

技能者の賃金や処遇の向上

技能者の技能・経験が客観的に評価

技能者の社会保険加入等の確認

施工体制台帳などとのデータ連携

週休2日確認や退職金制度（建退共）との連携

※技能者の意思によらずに個⼈情報はシステムの外部に公表されない（元請企業は、他の現場のゼネコン等の下に⼊っている下請企業等の情報は閲覧できない）

パソコンとカードリーダの設置 iPhoneとカードリーダの設置

元請・下請事業者は事業者登録、技能者は技能者登録

10



建設キャリアアップシステムの利用状況（2023年1月末）

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

108.9万人が登録

※労働力調査（R3）における建設業技能者数：309万人

20.9万社が登録

※うち一人親方は6.7万社

現場での利用は増加傾向

※1月は334万履歴を蓄積

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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建設キャリアアップシステムによる技能者の処遇改善
～システムへの登録と利用促進、処遇改善への行程～

STEP１ STEP３

技能者の入職･定着促進

技能者の技能・経験の評価

新３Ｋの実現
（給料･休日･希望）

◎経営事項審査における加点評価

◎公共⼯事における企業評価
・総合評価やモデル⼯事での加点

◎社保加⼊の確認など、現場管理で
の活⽤

◎週休２⽇の推進への活⽤
・公共発注者による利活⽤

◎退職⾦(建退共)制度との連携

◎技能者のCCUSレベルに応じた
⼿当て⽀給の促進

◎技能者の技能・経験に応じた賃⾦
・労務費調査において、CCUS技能者

の技能・経験別の賃⾦実態を調査し、
レベル別の賃⾦⽬安を⽰すなど、労務
費と能⼒評価を連携

◎施⼯能⼒等の⾒える化評価

◎登録等のサポート体制
・CCUSサテライト説明会
・CCUS認定アドバイザー等

◎機器設置等に対する助成制度

STEP２

STEP１ システムへの登録促進 STEP2 現場での利用の促進 STEP3 技能者の処遇等への反映

※ 建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会のもと官⺠⼀体で推進 12



◎ 直轄工事におけるモデル工事の実施 （WTO工事等）

◎ 都道府県では、３９道府県が企業評価を導入
政令指定都市は１４市が企業評価を導入

◎ 経営事項審査において、全建設工事または全公共工
事の現場におけるカードリーダー設置等に対して加点
措置を施行し（本年１月）、現場利用をさらに促進

◎ 元請や１次下請が、ＣＣＵＳの就業データを建退共の
掛金納付と連携できる機能を供用し、事務を簡略化

◎ 監理技術者等の現場兼任を認める要件に、ＣＣＵＳ等
による施工体制の把握を位置づけることを検討

◎ 労務費調査において、ＣＣＵＳ技能者の技能・経験に
応じた賃金実態を把握し、レベル別に賃金目安を示す
ことにより、能力評価が労務費に反映される方策につ

いて検討

◎ ＣＣＵＳの能力評価等を企業独自の手当てに反映する
取組を水平展開 （現在、２０社を超える大手・中堅ゼネコン等で導
入又は検討。地場企業、専門工事業にも取組の広がり。）

※ 令和3年度の労務費調査では、CCUS登録技能者（レベル４）の平均賃金は
CCUS登録技能者（レベル１～３）より約14％高い実態

公共⼯事等におけるインセンティブ措置

建退共制度とのデータ連携による掛⾦納付の簡略化

技術者専任要件の緩和

労務費調査との連携 （技能者の技能経験に応じた労務費）

技能レベルを反映した⼿当て⽀給の普及

◎ 公共発注者が、ＣＣＵＳの管理機能を用いて、週休２日

工事における達成状況を円滑に確認できる機能を供用
（公共発注者による閲覧機能を内製化） ※令和4年12月から供用開始

公共発注者による週休２⽇⼯事での活⽤

ＣＣＵＳの更なる普及に向けた重点的取組

元請による現場利⽤の促進
（元請によるカードリーダー設置等）

労務費や処遇改善への展開

※ 今夏から、元請や１次下請が直接にＣＣＵＳの就業実績データを建退共
の掛金納付の申請に活用できるシステムを供用

【カードリーダー等の購入等に係る経費の助成】 CCUSを活用した雇用環境整備を実施する建設事業主団体に対してカードリーダーの購入等に係る経費を助成（厚労省） 13



 直轄Ｃランク工事でのモデル工事について、地元建設業協会の理解が得られた３８都道府県で実施予定 （他に２協会が検討中）

 都道府県発注工事は、３９道府県が企業評価の導入等を表明し、他の全ての都道府県においても導入の検討を表明

※モデル工事の工事評定での加点（21道府県）、総合評価における加点（18府県）、カードリーダ等費用補助（15道県） など

Ｒ２年４月より、総合評価方式での工事発注において「建設
マネジメント」の項目として0.25点加点（Ｒ2年度は予定価格
8000万円以上が対象） 等

【長野県】 総合評価等において加点

総合評価方式において、「ＣＣＵＳの元請企業の事業者登録

と活用」を実施する場合に加点評価 （試行）
※現場にリーダーを設置し、技能者が利用する場合に評価

【滋賀県】 総合評価において加点

Ｒ２年４月より、総合評価方式の公
告案件で、ＣＣＵＳの活用を加点項
目に追加

【福島県】 総合評価において加点

県土整備部発注工事（土木一式工事）において総合評価で
加点 （試行）

【山梨県】 総合評価において加点

【静岡県】 総合評価等において加点

総合評価方式での工事発注において、
元請がCCUSに事業者登録している
場合に「企業の施工能力」の項目として
0.5点加点

■評価実施
■今後検討

都道府県発注工事でのモデル工事等の実施状況

Ｒ３年４月より、土木部発注の全工事
を受注者希望の推奨工事に位置
づけ。うち20件程度に発注者指定の
義務化工事を適用。また、総合評価
方式において事業者登録を加点

【宮城県】 全工事の成績評定及び
総合評価において加点

Ｒ２年８月以降、大規模工事等を対象として、国の基準に
準じた義務化モデル工事と活用推奨モデル工事を実施

【宮崎県】 国と類似のモデル工事を実施

都道府県名
国直轄
Ｃランク

工事

都道府県工事での
評価等

都道府県名
国直轄
Ｃランク

工事

都道府県工事での
評価等

北海道 ● ●★ 滋賀県 ● ◎

青森県 △ 京都府 ● ●◎

岩手県 ●★ 大阪府 ● ◎
宮城県 ● ●◎★ 兵庫県 ● ◎○

秋田県 ● ◎○ 奈良県 ● △

山形県 △ 和歌山県 ● ○

福島県 ● ●◎ 鳥取県 ● ★

茨城県 ● 島根県 ● ◎

栃木県 ● ●◎ 岡山県 ● ●

群馬県 ● ●◎○★ 広島県 ● ●◎

埼玉県 ● ●○★ 山口県 ● ●

千葉県 △ 徳島県 ● ○

東京都 ● △ 香川県 ● ◎★

神奈川県 ★ 愛媛県 ● ●★

新潟県 △ 高知県 ○ △

富山県 ● △ 福岡県 ● ○

石川県 ● ○ 佐賀県 ● ★

福井県 ● ●○ 長崎県 ● ◎

山梨県 ● ◎ 熊本県 ● ●★

長野県 ● ◎○ 大分県 ● ★

岐阜県 ● ●★ 宮崎県 ● ●◎○★

静岡県 ● ●◎○ 鹿児島県 ● ●◎

愛知県 ● ● 沖縄県 ● ●

三重県 ○ ★

元請のカードリーダー設置のほか、下請事業者や技能者の
登録等を工事成績評定の加点条件とするモデル工事を、発
注者指定型と受注者希望型の２方式で実施

【群馬県】 モデル工事を実施

＜直轄Ｃランク工事＞

● 都道府県建設業協会が賛同

○ 協会において検討中
※赤枠は令和４年４月以降に表明されたもの

※カードリーダ等の費用は発注者が負担

※北海道は0.5億～2.5億円

国土交通省調べ 等

＜都道府県工事での評価等＞

● モデル工事等工事評定での加点

◎ 総合評価における加点
○ 入札参加資格での加点

★ カードリーダ等費用補助

△ 検討中
※赤文字は令和４年４月以降に導入を表明されたもの

Ｒ３年４月より、土木部発注の全工事を受注者
希望型モデル工事を試行。事業者登録、技能
者登録、カードリーダー設置等を工事成績評定
にて加点

【岡山県】 全工事の成績評定において加点

都道府県におけるＣＣＵＳに係るモデル工事等の状況

市町村発注工事でのモデル工事等の実施状況

●モデル工事等工事評定での加点：さいたま市、横浜市、名古屋市、岡山市など
◎総合評価における加点：仙台市、さいたま市、浜松市、堺市、広島市、茅ヶ崎市、熊本市など
〇入札参加資格での加点：千葉市、相模原市、郡山市など

(令和５年２月８日 現在)

（令和５年３年７日 現在）
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 直轄Ｃランク工事でのモデル工事について、地元建設業協会の理解が得られた３８都道府県で実施予定 （他に２協会が検討中）

 都道府県発注工事：３９団体が企業評価の導入等を表明

 指定都市発注工事：１５団体で企業評価の導入等を表明

都道府県名
国直轄
Ｃランク

工事

都道府県発注工事における

都道府県名
国直轄
Ｃランク

工事

都道府県発注工事における

工事評定で
の加点

総合評価に
おける加点

入札参加資
格での加点

カードリーダ
等費用補助

工事評定で
の加点

総合評価に
おける加点

入札参加資
格での加点

カードリーダ
等費用補助

北海道 ● ● ● 滋賀県 ● ●

青森県 京都府 ● ● ●

岩手県 ● ● 大阪府 ● ●

宮城県 ● ● ● ● 兵庫県 ● ● ●

秋田県 ● ● ● 奈良県 ●

山形県 和歌山県 ● ●

福島県 ● ● ● 鳥取県 ● ●

茨城県 ● 島根県 ● ●

栃木県 ● ● ● 岡山県 ● ●

群馬県 ● ● ● ● ● 広島県 ● ● ●

埼玉県 ● ● ○ ● 山口県 ● ●

千葉県 徳島県 ● ●

東京都 ● 香川県 ● ● ●

神奈川県 ● 愛媛県 ● ● ●

新潟県 高知県 ○

富山県 ● 福岡県 ● ●

石川県 ● ● 佐賀県 ● ●

福井県 ● ● ● 長崎県 ● ●

山梨県 ● ● 熊本県 ● ● ●

長野県 ● ● ● 大分県 ● ●

岐阜県 ● ● ● 宮崎県 ● ● ● ● ●

静岡県 ● ● ● ● 鹿児島県 ● ● ●

愛知県 ● ● 沖縄県 ● ●

三重県 ○ ●

（令和５年３月７日 現在）

＜直轄Ｃランク工事＞

● 都道府県建設業協会が賛同

○ 協会において検討中
※北海道は0.5億～2.5億円

国土交通省調べ 等

＜都道府県・指定都市工事での企業評価等＞

● 導入済

○ 導入予定
令和４年４月以降実施

都道府県・指定都市におけるＣＣＵＳに係るモデル工事等の状況

指定都市名
工事評定での

加点
総合評価にお

ける加点
入札参加資格

での加点
カードリーダ等

費用補助

札幌市

仙台市 ●

さいたま市 ● ● ●

千葉市 ● ● ●

横浜市 ● ●

川崎市 ● ●

相模原市 ●

新潟市

静岡市

浜松市 ●

名古屋市 ●

京都市 ●

大阪市 ●

堺市 ●

神戸市 ●

岡山市 ● ●

広島市 ●

北九州市

福岡市

熊本市 ●

都道府県におけるCCUSに係るモデル工事等の状況 指定都市におけるCCUSに係るモデル工事等の状況
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① 日本国内以外の工事
② 建設業法施行令で定める軽微な工事

③ 災害応急工事

工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事
建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事

防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事

① CCUS上での「現場・契約情報」*の登録
② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法⁑でCCUS上に就業履

歴を蓄積できる体制の整備
③ 経営事項審査申請時に様式第６号に掲げる誓約書の提出

*    現場・契約情報：現場名、住所、連絡先、現場管理者等
** 直接入力によらない方法：就業履歴データ登録標準API連携認定システム

（ https://www.auth.ccus.jp/p/certified ）等
により、当該現場において就業履歴を蓄積できる措置を実施していること

経営事項審査における建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況（新設）

○ 建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために
必要な環境を整備することが必要であり、経営事項審査においても、CCUSの活用状況を加点対象とする。

審査対象工事 ①～③を除く審査基準日以前１年以内に発注者から直接請け負った建設工事

該当措置 ①～③のすべてを実施している場合に加点

加点要件 評点

審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を
実施した場合 15

審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 10

※ただし、審査基準日以前１年のうちに、審査対象工事を１件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点しない

令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請で適用

【CCUS登録済企業の対応見通し】

○来年1月の施行を控え、CCUS事業者登録済みの
経審受審企業に対して、現時点での対応見通しを
アンケート調査 （Ｒ４年８月）

※有効回答企業数 9,585社
（回答総合工事業者の元請完工高：16.7兆円（申告ベース））

［元請総合工事業者】

1,030

494

3,020

721

482

2,310

843

232

全建設工事で実施する

全公共工事で実施する

活用を検討する

対応予定なし

対応予定なし

活用を検討する

全建設工事で実施する

全公共工事で実施する

［設備・専門工事業者】

回答企業数 5,026 社

回答企業数 4,106 社
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監理技術者等が兼任可能な条件の方向性

・連絡要員（1年以上の実務経験を有する者）を配置すること。（専⾨⼯事業の場合は、各下請
業者への連絡体制の確保により代替可能。）

・当該建設業者からの下請次数が３次以内であること。
・⽇々の施⼯体制がCCUS等※により遠隔から把握可能であること。
※CCUS⼜はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましい。

工事現場について

・⼯事請負⾦額がいずれも1億円未満（建築⼀式⼯事は2億円未満）の2現場を兼務すること。
・監理技術者等と各現場との間に、現場の状況確認と意思疎通に必要なリアルタイムの⾳声・映
像の送受信が可能な環境（スマートフォン・web会議システム等で可）が整備されていること。

・各現場が⼀⽇に巡回可能な範囲（現場間を２時間程度で移動できる距離）に存在すること。

運用について

施工体制について

・兼任にあたっては、技術者の労働時間が過⼤とならないよう⼗分に留意※しつつ、施⼯管理の
⼿段及び⼈員配置に関する計画書を作成、保存する。
※兼務する⼯事の規模や難易度、類似性等を勘案し、兼任した場合の業務量等を⼗分検討

令和４年４月２５日
第４回 適正な施工確保のための技術者制度検討会（第２期）
資料より抜粋
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CCUSの能力評価等を反映した手当支給

西松建設

村本建設

鹿島建設

五洋建設

青木あすなろ建設

淺沼組

大林組

大林道路

熊谷組

清水建設

大成建設

大日本土木

竹中工務店

東亜建設工業

東洋建設

戸田建設

飛島建設

日本国土開発

フジタ

前田建設工業

馬淵建設

三井住友建設

ＣＣＵＳレベル別の優良技能者制度（協力会対象）を実施。青：500円、銀：1,000円、金：2,000円、（特に模範となる方：3,000円）

評価制度をCCUSのレベル基準へと転換。青以下：2,000円（R4.11から）、銀：3,000円、金：3,500円。R5.6より推薦要件化も検討

職長制度・報奨金制度の前提。民間工事において半額負担としていた建退共掛金を、CCUS登録技能者については全額負担

独自の労務費補正制度（休日取得目標を達成した場合、労務費を5～10％割増補正払い）の出勤確認にCCUS履歴を利用可能に

優良技能者の認定資格条件にCCUS登録を追加

R5より淺沼ﾏｲｽﾀｰ資格要件にｶｰﾄﾞ所持を必須化

優良職長制度におけるCCUS登録の義務化

優良職長の条件としてCCUSを位置づけ

優良職長認定条件にCCUSカード保持を義務化

金カード保有者より優良職長選定 (手当3,000円)

優良技能者制度の認定基準にCCUS登録を追加

認定要件にCCUS登録者または申請者を追加

優良職長の認定要件としてCCUS登録を義務化

優良職長の認定基準にCCUS登録を位置づけ

ランク別優良職長制度の導入を検討

優良技能者制度手当要件に技能者登録追加

R4より優良職長認定要件にCCUS登録を追加

国土優良職長認定基準にCCUS登録を検討

CCUS登録を表彰要件に追加、手当支給検討

優良技能者認定要件にCCUS登録を追加

CCUSのｴﾑｾﾞｯｸﾏｲｽﾀｰ認定要件化を検討

CCUSの活用を今後検討

（R4.5現在、国土交通省調べ）

○ CCUSの能力評価等を企業独自の手当てに反映する取組が広がりつつあり、
20社を超える企業で導入または検討。ひきつづき、優良事例の水平展開を図る。

※今年度の公共事業労務費調査において、元請企業から下請の技能者に直接支払われる手当を含め、技能手当の支払い実態を調査して把握

ヤマウラ CCUSカード色別手当の導入を検討

奥村組 ｽｰﾊﾟｰﾏｲｽﾀｰは銀カード以上を要件 (手当3,000円)

※手当は日額を表示 18



ＣＣＵＳの情報閲覧について

1次下請①

２次下請２次下請 閲覧不可

工事現場
元請

ＣＣＵＳの情報は、引き抜きにつながるものではない。

〇 個々の工事現場での施工体制に入っている建設業者に所属する技能者の情報
（適正な施工管理のため元請等による把握が法令上求められる作業員名簿の情報
等）のみ、ゼネコン等は閲覧可。

他のゼネコン等の下に入っている専門工事業者等の技能者情報は、

閲覧できない。

〇 なお、閲覧可能な技能者の電話番号・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽについても、所属先の建設業者
の電話番号等にすることもできることとした。

元 請
閲覧範囲

1次下請①
閲覧範囲

1次下請②

２次下請

1次下請②
閲覧範囲
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